
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券株式会社 

損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券の現状 

 

2016年 3月期 

 業務及び財産の状況に関する説明書

この説明書は、金融商品取引法第 46条の 4の規定に基づき、全ての 

営業所に備え置き公衆の縦覧に供するために作成したものであります。 
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Ⅰ 当社の概況及び組織に関する事項 

 

１． 商号 

損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券株式会社 

 

２． 登録年月日（登録番号） 

（１）金融商品取引業 

2007年 9月 30日  （ 関東財務局長（金商）第 106号 ） 

 

（２）確定拠出年金運営管理業 （ 登録番号 ） 

2001年 11月 27日 （ 15 ） 
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３．沿革及び経営の組織 

（１）会社の沿革 

年  月 沿      革 

1999年 5月 

1999年1 0月 

 

2000年 1月 

2000年 6月 

2001年 11月 

2002年 7月 

2002年 8月 

2003年 1月 

2003年 9月 

2003年 9月 

2003年 10月 

2003年 11月 

2004年 3月 

2004年 7月 

2005年 4月 

2006年 3月 

 

2006年 5月 

2006年 9月 

 

2007年 5月 

2009年 8月 

 

2014年 9月 

安田火災シグナ証券株式会社の設立 

証券営業の開始 

「積立ファンドプラン」の発売 

年金コンサルティング業務の開始 

証券投資顧問業の開始 

確定拠出年金運営管理業の開始 

損保ジャパン・シグナ証券株式会社に商号変更 

確定拠出年金サービス英語対応開始 

株主割当増資（７億 2千万円） 

株式会社損害保険ジャパンによる 100％子会社化 

株主割当増資（18億円） 

損保ジャパンＤＣ証券株式会社に商号変更 

ハッピーエイジング総合型企業年金プラン募集開始 

株主割当増資（13億円） 

新レコードキーピングシステム「DCPARK」のリリース 

株主割当増資（10億円） 

「ISMS認証基準（Ver.2.0）」及び「BS7799-2：2002」を運用関連

運営管理業務と記録関連運営管理業務について取得 

株主割当増資（6億 9千万円） 

個人情報保護に関する事業者認定制度である「プライバシーマー

ク」の認定 

株主割当増資（9億 9千万円） 

無償減資（95億円） 

株主割当増資（10億円） 

損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券株式会社に商号変更 
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（２）経営の組織（2016 年 6 月 30 日現在） 

 

 

 

４.株式の保有数の上位 10位までの株主の氏名又は名称並びにその株式の保有数及び総株主等 

の議決権に占める当該株式に係る議決権の数の割合 

氏名又は名称 保有株式数 割合 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

株 

250,000 

 

％ 

100 

計 １ 名 

株 

250,000 

 

％ 

100 
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お
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ご
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サ
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ビ
ス
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リ
ス
ク
管
理
・
コ
ン
プ
ラ
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ア
ン
ス
部

社     長 

取 締 役 会 

株 主 総 会 

情報セキュリティ委員会 

運 用 商 品 選 定 委 員 会 

コンプライアンス委員会 

監  査  役  会 

監  査  役  

内
部
監
査
室 
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５．役員の氏名又は名称（2016年 6月 30日現在） 

役 職 名 氏名又は名称 代表権の有無 常勤・非常勤の別 

代表取締役社長  北  修一 有 常 勤 

常 務 取 締 役  川原 宏之 無 常 勤 

常 務 取 締 役  藤野  修 無 常 勤 

取 締 役  紀藤 哲夫 無 常 勤 

取 締 役  奥   健 無 非常勤 

監 査 役  小寺  淸 無 常 勤 

監 査 役  瀬尾 隆史 無 非常勤 

監 査 役  田中 尉元 無 非常勤 

（注）監査役 小寺淸、瀬尾隆史の 2氏は、会社法第 2 条第 16号に定める社外監査役 

であります。 

 

６．政令で定める使用人の氏名 

（１）金融商品取引業に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者の

氏名（2016年 6月 30日現在） 

氏   名 役 職 名 

川原 宏之 常 務 取 締 役 

三井 信京 リスク管理・コンプライアンス部長 

西村 仁志  リスク管理・コンプライアンス部担当部長 

鵜山 明久 
リスク管理・コンプライアンス部 

内 部 監 査 室 長 

 

（２）投資助言業務に関し、助言を行う部門を統括する者の氏名（2016年 6月 30日現在） 

氏   名 役 職 名 

三井 信京 総 合 企 画 部 長  

竹原  潤 総 合 企 画 部 次 長  
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７．業務の種別 

（１）金融商品取引業（金融商品取引法第 2条第 8項） 

①有価証券の売買、市場デリバティブ取引、及び外国市場デリバティブ取引（以下「有

価証券の売買等」という。） 

②有価証券の売買等の媒介、取次ぎ及び代理並びに取引所金融商品市場（外国金融商

品市場を含む。）における有価証券の売買等の委託の媒介、取次ぎ及び代理 

③有価証券の募集、売出し又は私募の取扱い 

④投資顧問契約に基づく投資助言業務 

⑤有価証券の保護預り業務 

⑥社債等の振替に関する法律第２条第１項に規定する社債等の振替を行うために口座

の開設を受けて社債等の振替を行う業務 

 

（２）金融商品取引業付随業務（金融商品取引法第 35条第 1項） 

①受益証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払に係る業務の代理 

②累積投資契約の締結 

③有価証券に関連する情報の提供又は助言 

④他の事業者の経営に関する相談に応じる業務 

 

（３）その他の業務（金融商品取引法第 35条第２項及び第４項） 

①確定拠出年金運営管理業務 

②集金代行業務 

 

８．本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地（2016年 6月 30日現在） 

名  称 所  在  地 

本  店 
〒163-0650 
東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号 

 

９. 苦情処理及び紛争解決の体制 

（１）第一種金融商品取引業 

苦情処理措置及び紛争解決措置として、特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん

相談センター(ＦＩＮＭＡＣ)との間で特定第一種金融商品取引業務に係る手続実施基本

契約を締結しています。 

（２）投資助言・代理業 

①苦情処理に係る業務運営体制及び社内規則を適切に整備するとともに、当該体制・規

則に基づき、公正かつ適確に苦情処理を行う態勢を整備しています。 

②紛争解決措置として、東京弁護士会の設置・運営する東京弁護士会紛争解決センター、

第一東京弁護士会の設置・運営する第一東京弁護士会仲裁センター及び第二東京弁護

士会の設置・運営する第二東京弁護士会仲裁センターを利用しています。 
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１０．加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称 

日本証券業協会に加入しております。 

 

１１．会員又は取引参加者となる金融商品取引所の名称又は商号 

該当はございません。 

 

１２．加入する投資者保護基金の名称 

日本投資者保護基金に加入しております。 

 

 

Ⅱ 業務の状況に関する事項 

 

１． 当期の業務の概要 

   当事業年度（2015 年 4 月 1 日から 2016 年 3 月 31 日まで）におけるわが国経済は、政

府による経済政策や日銀による金融緩和政策等により、前半は景気回復基調で推移したも

のの、後半から、米国の利上げ、新興国の景気減速、資源価格の下落などの影響により、

先行不透明な状況が続いております。特に金利情勢については、10 年物国債の金利が当事

業年度において初のマイナス金利となるなど、運用環境は厳しさを増しております。 

一方で、2014 年 4 月に施行された「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚

生年金保険法等の一部を改正する法律」により、厚生年金基金制度導入企業が確定拠出年

金制度への移行を選択する機会が増えたことなどにより、当事業年度も順調に確定拠出年

金市場は拡大し、厚生労働省の調べでは、2016 年 3 月末で加入者数 約 5,482 千人、企業

型年金承認規約数 4,964 件、実施事業主数 22,574 社となっております。 

 

当社はこれまで、確定拠出年金事業を通じて広く社会に貢献できる企業を目指し、顧客

サービスの向上と顧客基盤の拡大に取り組んでまいりました。 

当事業年度においては、事業主・加入者向けサービスの向上の一環として、当社独自の

事業主向け Web アンケートを実施し、当社に期待するサービスの把握および当社が提供

する既存サービスの認知度確認に努めました。そのうえで、2016 年 4 月リリースに向け

た運営レポートの全面改定に取り組んできました。また、ハッピーエイジング総合型プラ

ンおよび「未来のそなえ」への商品追加を行い、商品ラインナップを更に充実化させまし

た。そのほか、事業主向け各種情報提供誌の継続発行および「ＤＣ制度運営交流会」開催

による事業主相互の情報交換の場の提供などを実施しました。 

なお、顧客基盤拡大への取組みとして、従来親会社である損害保険ジャパン日本興亜株

式会社が行ってきた個人型確定拠出年金の運営管理業務を、2015 年 12 月に当社に移管し

ました。これにより、個人型確定拠出年金の積極展開を開始する計画を当事業年度中に立

案し、2016 年度から開始する中期経営計画に反映しています。 

 

この結果、当事業年度末において当社が受託する企業型確定拠出年金の規約承認件数は
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728 プラン（含む再受託件数）、加入者数は 201,524 人（運用指図者を含む）、個人別管理

資産額は 362,700 百万円（含む再受託管理資産）に上りました。 

また、個人型確定拠出年金の分野においても、当社が受託する個人別管理資産額は 

68,031 百万円（含む再受託管理資産）となりました。 

 

情報セキュリティを含むコンプライアンスへの取り組みにつきましては最重要課題と認

識し、より実効性の高い態勢づくりを構築してまいりました。 

当社は、2005 年 4 月に施行された個人情報保護法や情報セキュリティに関する社会的要

請に対応するため、2006 年 3 月、情報セキュリティ管理体制に関する認証である「情報

セキュリティマネジメントシステム」認証を、確定拠出年金業界で初めて、運用関連運営

管理業務と記録関連運営管理業務について同時に取得し、さらに、2006 年 9 月には個人

情報保護に関する事業者認定制度である「プライバシーマーク」の認定を受けました。 

このように、個人情報保護および情報管理にかかる意識を高く持って業務を遂行し、両

認証制度ともに更新を続けております。 

 

こうした事業展開により、当事業年度の営業収益は 1,841,840 千円となり、高品質の顧

客サービスの実現及び確定拠出年金事業の充実に向けた基盤構築のための投資を行いつ

つも効率的な経費削減を行った結果、販売費・一般管理費は、1,464,287 千円となりまし

た。 

これらの結果、経常利益は 377,903 千円となりました。当期純利益は、351,351 千円と

なり 3 期連続の黒字および増収増益を果たすことができました。 

今後も、確定拠出年金事業の専業会社として、確定拠出年金制度の導入におけるコンサ

ルティングに始まり、企業のニーズに合った制度設計サポートや商品提供、加入者に対す

るきめ細かな投資教育サービス、コールセンターによる正確かつ迅速な情報の提供、イン

ターネットによる高品質な口座情報の提供まで、運営管理サービスを当社 1 社で一元的に

提供する「バンドル・サービス」のより一層の充実に向け取り組んでまいります。 
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２．業務の状況を示す指標 

（１）経営成績等の推移 

（単位：千円） 

 2014年 3月期 2015年 3月期 2016年 3月期 

資本金 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

発行済株式総数 250,000株 250,000株 250,000株 

営業収益 1,550,011 1,670,698 1,841,840 

（受入手数料） 1,549,986 1,670,685 1,841,777 

((委託手数料)) － － － 

((引受・売出し・特定投資

家向け売付け勧誘等の手数

料)) 

－ － － 

((募集・売出し・特定投資

家向け売付け勧誘等の取扱

い手数料)) 

－ － － 

((その他の受入手数料)) 1,549,986 1,670,685 1,841,777 

（トレーディング損益） － － － 

((株券等)) － － － 

((債券等)) － － － 

((その他)) － － － 

（金融収益） 24 13 63 

純営業収益 1,550,011 1,670,698 1,841,840 

経常利益 215,889 257,417 377,903 

当期純利益 208,452 300,528 351,351 

 

（２）有価証券引受・売買等の状況 

①株券の売買高の推移 

該当はございません。 
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②有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の

募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況 

  （単位：千株、百万円） 

区分 引受高 売出高 

特定投資 

家向け売 

付け勧誘 

等の総額 

募集の 

取扱高 

売出しの 

取扱高 

私募の 

取扱高 

特定投資家

向け売付け

勧誘等の取

扱高 

 

２
０
１
４
年
３
月
期 

株券 － － － － － － － 

国債証券 － － － － － － － 

地方債証券 － － － － － － － 

特殊債権 － － － － － － － 

社債券 － － － － － － － 

受益証券 － － － 37,419 － － － 

その他 － － － － － － － 

合計 － － － 37,419 － － － 

２
０
１
５
年
３
月
期 

株券 － － － － － － － 

国債証券 － － － － － － － 

地方債証券 － － － － － － － 

特殊債権 － － － － － － － 

社債券 － － － － － － － 

受益証券 － － － 53,106 － － － 

その他 － － － － － － － 

合計 － － － 53,106 － － － 

２
０
１
６
年
３
月
期 

        

        

        

        

株券 － － － － － － － 

国債証券 － － － － － － － 

地方債証券 － － － － － － － 
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特殊債権 － － － － － － － 

社債券 － － － － － － － 

受益証券 － － － 51,154 － － － 

その他 － － － － － － － 

合計 － － － 51,154 － － － 

 

（３）その他業務の状況 

（単位：千円） 

 2014年 3月期 2015年 3月期 2016年 3月期 

確定拠出年金運営管理収入 724,253 767,228 850,999 

その他の業務として、年金コンサルティング業務、集金代行業務がありますが、収

益における重要性が低いことから、記載を省略しております。 

 

（４）自己資本規制比率の状況 

（単位：％、百万円） 

 2014年 3月期 2015年 3月期 2016年 3月期 

自己資本規制比率（Ａ／Ｂ

×100） 
312.0% 349.3% 421.3% 

固定化されていない自己資

本（Ａ） 
1,257 1,464 1,746 

リスク相当額合計（Ｂ） 403 419 414 

 

市場リスク相当額 1 1 1 

取引先リスク相当額 65 74 73 

基礎的リスク相当額 336 342 339 

 

 

（５）使用人の総数及び外務員の総数 

区     分 2014年 3月末 2015年 3月末 2016年 3月末 

使  用  人 103人 106人 106人 

（うち 外 務 員） 26人 29人 31人 
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Ⅲ 財産の状況に関する事項 

 

１． 経理の状況 

（１） 貸借対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

1,980,994 2,176,816

1,484,309 1,681,260

130,000 130,000

110 97

10,219 10,240

33,503 29,864

265,876 261,589

57,129 63,913

△ 155 △ 150

424,048 492,711

7,381 8,889

－                   205

7,381 8,683

262,532 334,084

228,911 313,294

33,621 20,789

154,134 149,738

8,321 7,789

107,342 107,682

38,469 34,266

500 587

△ 500 △ 587

2,405,042 2,669,527

2015年3月期
（2015年3月31日現在）

2016年3月期
（2016年3月31日現在）

資 産 合 計

投 資 有 価 証 券

貸 倒 引 当 金

そ の 他

繰 延 税 金 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定

器 具 ・ 備 品

無 形 固 定 資 産

建 物

固 定 資 産

貸 倒 引 当 金

未 収 入 金

未 収 収 益

繰 延 税 金 資 産

長 期 差 入 保 証 金

前 払 金

科　　　　　　　　目

（ 資 産 の 部 ）

預 託 金

流 動 資 産

現 金 ・ 預 金

前 払 費 用

有 形 固 定 資 産
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（単位：千円）

503,050 415,305

66,439 3,332

56 2,410

242,121 258,121

125,436 54,909

24,663 22,990

12,255 39,180

32,077 34,361

3,364 4,587

3,364 4,587

506,415 419,893

1,895,965 2,247,317

3,000,000 3,000,000

△ 1,104,034 △ 752,682

△ 1,104,034 △ 752,682

繰 越 利 益 剰 余 金 △ 1,104,034 △ 752,682

2,661 2,316

2,661 2,316

1,898,627 2,249,634

2,405,042 2,669,527

（ 負 債 の 部 ）

科　　　　　　　　目

未 払 金

未 払 費 用

未 払 法 人 税 等

賞 与 引 当 金

流 動 負 債

預 り 金

前 受 金

前 受 収 益

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本

資 本 金

利 益 剰 余 金

固 定 負 債

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

2015年3月期
（2015年3月31日現在）

2016年3月期
（2016年3月31日現在）

純 資 産 合 計

負 債 ・ 純 資 産 合 計

そ の 他 利 益 剰 余 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等

負 債 合 計
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（2）損益計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

1,670,698 1,841,840

受 入 手 数 料 1,670,685 1,841,777

金 融 収 益 13 63

1,670,698 1,841,840

1,414,383 1,464,287

取 引 関 係 費 133,454 138,387

人 件 費 702,683 720,259

不 動 産 関 係 費 123,083 127,866

事 務 費 370,896 370,321

減 価 償 却 費 50,358 72,133

租 税 公 課 12,505 17,367

そ の 他 21,401 17,951

256,315 377,552

1,349 671

247 321

257,417 377,903

－                 12,644

ソ フ ト ウ ェ ア 使 用 許 諾 料 －                 12,644

41,701 4,926

固 定 資 産 除 却 損 －                 390

社 名 変 更 費 用 41,701 －                 

減 損 損 失 －                 4,536

215,715 385,621

11,374 36,662

△ 96,187 △ 2,393

300,528 351,351

純 営 業 収 益

販 売 費 ・ 一 般 管 理 費

営 業 利 益

営 業 外 収 益

2016年3月期
自2015年4月 1日
至2016年3月31日

2015年3月期
自2014年4月 1日
至2015年3月31日

科　　　　　　　　目

営 業 収 益

営 業 外 費 用

経 常 利 益

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税



 

 15 

（３）株主資本等変動計算書 

 

2015年 3月期（自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月 31日） 

 

 

 

 

2016年 3月期（自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月 31日） 

（単位：千円）

残高

当期純利益

残高

－             －             

－             3,000,0002015年3月31日

2014年4月1日

事業年度中の変動額

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計

3,000,000 －             

資 本 金

株主資本

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益
剰 余 金

資 本 剰 余 金

そ の 他
資 本 剰 余 金

△ 1,404,562 1,595,437 1,720 1,597,157

純 資 産 合 計

繰 越 利 益
剰 余 金

株 主 資 本
合 計

評価・換算差額等

そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

300,528 300,528 300,528

300,528

941

301,469

1,898,627

941

△ 1,104,034 1,895,965

300,528 941

2,661

（単位：千円）

残高

当期純利益

残高 －             △ 752,682 2,247,317 2,316

△ 344

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額）

△ 344 △ 344

2,249,634

事業年度中の変動額合計 －             

2016年3月31日 3,000,000

351,006

351,351 351,351

－             351,351 351,351

351,351

2,661 1,898,627

事業年度中の変動額

2015年4月1日 3,000,000 －             △ 1,104,034

株主資本

1,895,965

評価・換算差額等

純 資 産 合 計
資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

株 主 資 本
合 計

そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金そ の 他

資 本 剰 余 金

そ の 他 利 益
剰 余 金
繰 越 利 益
剰 余 金
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注 記 事 項 

 

〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券のうち時価のあるものについては、期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっ

ております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産…定額法によっております。 

無形固定資産…ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5

年以内）に基づく定額法によっております。 

 

３．引当金の計上基準 

貸 倒 引 当 金…債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績 

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収 

可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

賞 与 引 当 金…従業員への賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事 

業年度の負担額を計上しております。 

役員退職慰労引当金…役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく事業年度末

要支給額を計上しております。 

 

４．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。 

 

〔貸借対照表に関する注記〕 

１．有形固定資産の減価償却累計額         4,673千円 

 

２．関係会社に対する金銭債権債務 

短期金銭債権         51,447千円 

短期金銭債務         19,602千円 

 

３．取締役及び監査役に対する金銭債権債務 

該当事項はありません。 
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〔損益計算書に関する注記〕 

関係会社との取引高 

     営業収益   314,659千円 

     営業外収益             31千円 

営業費用     38,330千円 

 

〔株主資本等変動計算書に関する注記〕 

当事業年度の末日における発行済株式総数 普通株式 250,000株 

 

〔税効果会計に関する注記〕 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

流動資産 

繰延税金資産 

繰越欠損金            48,341千円 

賞与引当金            10,617千円 

 その他              4,955千円 

繰延税金資産合計          63,913千円 

    繰延税金資産の純額         63,913千円 

 

固定資産(負債) 

   繰延税金資産 

        繰越欠損金           395,120千円 

減損損失             35,115千円 

ソフトウエア           16,553千円 

   その他               4,009千円 

繰延税金資産小計          450,799千円 

評価性引当額           △416,131千円 

   繰延税金資産合計          34,667千円 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金       △400千円 

   繰延税金負債合計          △400千円 

   繰延税金資産の純額         34,266千円 

 

２．法人税等の税率の変更の内容及び影響 

  「所得税法等の一部を改正する法律」（平成 28年法律第 15号）及び「地方税法等の一部

を改正する等の法律」（平成 28年法律第 13号）が 2016年 3月 29日に国会で成立し、2016

年 4月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることになりま

した。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は

従来の 32.3％から、2016年 4月 1日に開始する事業年度および 2017年 4月 1日に開始

する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については 30.9％に、2018年 4月 1日に開
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始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については 30.6％になります。 

  この税率変更による繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は 4,444

千円減少し、法人税等調整額が 4,466千円、その他有価証券評価差額金が 22千円増加し

ております。 

 また、欠損金の繰越控除制度における控除限度額が、2016年 4月 1日以後に開始する 

事業年度から繰越控除前の所得の金額の 100分の 60相当額に、2017年 4月 1日以後に 

開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の 100分の 55相当額に、2018年 4月 1 

日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に改正され 

ました。これに伴い、繰延税金資産の金額は 4,028千円減少し、法人税等調整額は 4,028 

千円増加しております。 
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〔金融商品に関する注記〕 

１ 金融商品の状況に関する事項 

 当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。 

 未収入金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、適切な入金管理を行うこ 

 とによりリスクの低減を図っております。また、投資有価証券は投資信託であり、 

価格変動リスクに晒されておりますが、毎月末時価の把握を行うことにより適切 

に管理しております。 

このほか、預託金は、金融商品取引法第４３条の２の規定による顧客資産の分 

別管理に係る信託金であります。また、未払金はすべてが１年以内の支払期日で 

あります。 

 

２ 金融商品の時価等に関する事項 

 2016年 3月 31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について 

は次の通りであります。 

 

 

(*1)負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 

(*2)未収入金に対応する、一般貸倒引当金を控除しております。 

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

  （１）現金・預金（２）預託金 及び（３）未収入金 

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっております。 

  （４）投資有価証券 

    時価について、投資信託は公表されている基準価格によっております。 

  （５）未払金 及び (６)未払法人税等 

    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっております。 

（注２）長期差入保証金（貸借対照表計上額 107,682千円）は、移転等の計画がなく、実質的

な債権の償還時期を見積もることができないため、時価を把握することが極めて困難

と認められるものとして時価開示の対象としておりません。 

 

 

（単位：千円）

貸借対照表
計上額(*1)

時価(*1) 差額

（１）現金・預金 1,681,260 1,681,260          -                  

（２）預託金 130,000 130,000            -                  

（３）未収入金 29,864

　　貸倒引当金(*2） △ 14

29,849 29,849             -

（４）投資有価証券

　　　  その他有価証券 7,789 7,789              -                  

 (５) 未払金 (54,909) (54,909) -                  

（６）未払法人税等 (39,180) (39,180) -                  
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〔一株当たり情報に関する注記〕 

１．一株当たり純資産額         8,998円 53銭               

（注）一株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

貸借対照表の純資産の額 2,249,634千円 

      普通株式に係る純資産額 2,249,634千円  

      普通株式の期末発行済株式数 250,000株 

 

２．一株当たり当期純利益         1,405円 40銭 

（注）一株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

当期純利益     351,351千円 

普通株式に係る当期純利益 351,351千円 

普通株式の期中平均株式数 250,000株 

 

２.借入金の主要な借入先及び借入金額 

該当はございません。 

 

３.保有する有価証券の取得価額、時価及び評価損益 

（単位：千円） 

 

 
2015年 3月期 2016年 3月期 

取得原価 時  価 評価損益 取得原価 時  価 評価損益 

1. 流動資産 

（１）株 式 

（２）債 券 

（３）その他 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

2. 固定資産 

（１）株 式 

（２）債 券 

（３）その他 

6,500 

－ 

－ 

6,500 

8,321 

－ 

－ 

8,321 

1,821 

－ 

－ 

1,821 

6,500 

－ 

－ 

6,500 

7,789 

－ 

－ 

7,789 

1,289 

－ 

－ 

1,289 

 

合   計 6,500 8,321 1,821 6,500 7,789 1,289 

 

４．デリバティブ取引の契約価額、時価及び評価損益 

該当はございません。 

 

５．財務諸表に関する会計監査人等による監査の有無 

当社は、会社法第 436条の規定に基づき、2015年 3月期事業年度（自 2014年 4月 1日 

至 2015年 3月 31日）及び 2016年 3月期事業年度（自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月

31日）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受け、監査報告書を受領し

ております。 
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Ⅳ 管理の状況 

 

１． 内部管理の状況の概要 

当社は、法令諸規則を遵守した業務活動の遂行を確保するために、内部管理体制の強化

および拡充に努めております。 

 

（１）コンプライアンス委員会 

当社は、内部管理体制の整備と点検および内部管理上の重要事案に係る審議を行うこ

と等を目的として、取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置しており

ます。 

 

（２）個人情報保護・情報セキュリティ管理体制 

2005 年 4 月に施行された個人情報保護法や情報セキュリティに関する社会的要請に

対応するため、2006 年 3 月、確定拠出年金業界で初めて、情報セキュリティ管理体制

に関する認証である「情報セキュリティマネジメントシステム」認証を、運用関連運

営管理業務と記録関連運営管理業務につき同時に取得し、さらに、2006 年 9 月には個

人情報保護に関する事業者認定制度である「プライバシーマーク」の認定を受けてお

ります。 

 

（３） 営業店等における内部管理体制 

当社は、日本証券業協会の規則に基づいて、「内部管理責任者」を配置しております。

内部管理責任者は、金融商品取引法その他の法令諸規則等を遵守した営業活動が行われ

るよう、担当部門の業務状況を管理するとともに、営業活動に重大な事案が生じた場合

には、内部管理統括責任者に報告し、その指示を受けることになります。 

 

（４） 管理部門 

当社は、リスク管理・コンプライアンス部を設置し、日常の業務活動に係る指導や監

視を行うとともに、法令諸規則の遵守について部長・内部管理責任者を初めとした職員

全般への研修を行っております。 

 

 (参考情報) 

当社の業務の適正を確保するための体制の整備等に関する基本方針は下記の通りです。 

 

内部統制基本方針 

当社は、業務の適正を確保し、企業統治の強化および質の向上に資するため、関連諸法令お

よびグループ経営理念等を踏まえ、「内部統制基本方針」を取締役会において決議します。 

なお、基本方針に基づく統制状況について適切に把握および検証し、体制の充実に努めます。 

 

１．損保ジャパン日本興亜グループにおける業務の適正を確保するための体制 

当社は、当社およびグループ会社の業務の適正を確保するために必要な体制を次のとおり
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整備します。 

（１）グループ経営理念、グループ行動指針、目指す企業グループ像、グループ経営基本方

針、グループ人事ビジョン、グループＣＳＲビジョンを社内に示します。 

（２）損害保険ジャパン日本興亜株式会社との間で経営管理に関する覚書を締結し、その内

容を順守するとともに、統制の枠組みを定める各種基本方針等を策定および周知し、

適切に事業を運営します。また、当社の取締役等の職務の執行に係る事項を損保ジャ

パン日本興亜ホールディングス株式会社および損害保険ジャパン日本興亜株式会社に

報告する体制を整備します。 

（３）経営判断に必要な情報収集・調査・検討等を行う体制を整備するとともに、社外取締

役への的確な情報提供等を通じて経営論議の活性化を図り、グループの経営管理等に

関する重要事項の経営判断の適正性を確保します。 

（４）「グループ内取引管理規程」を定め、重要なグループ内の取引等を適切に把握および審

査し、グループ内における取引等の公正性および健全性を確保します。 

 

２．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

当社は、取締役、執行役員および使用人（以下、「役職員」といいます。）の職務の執行が

法令、定款等に適合することを確保するために必要な体制を次のとおり整備します。 

（１）取締役会における取締役の職務執行の状況報告等を通じて、役職員の職務の執行が法

令等に適合していることを確認します。 

（２）「コンプライアンス基本規程」を定め、コンプライアンス体制を整備します。また、役

職員の行動基準として、コンプライアンス・マニュアルを整備し、「損保ジャパン日本

興亜グループ コンプライアンス行動規範」とあわせて周知徹底を図り、これらに基づ

く教育および研修を継続して実施します。 

（３）コンプライアンスに関する統括部署を設置し、コンプライアンス課題への対応計画等

を定めるコンプライアンス・プログラムの進捗を管理します。また、コンプライアン

スの推進体制・方法等について検討するとともに、コンプライアンス推進状況のモニ

タリングを行います。 

（４）不祥事件等の社内の報告、内部通報、内部監査等の制度を整備するとともに、是正等

の対応を的確に行います。 

（５）「お客さまの声への対応に関する基本方針」を定め、実効性のあるお客さまの声対応体

制を構築します。 

（６）「顧客情報管理基本方針」を定め、顧客情報の管理を適切に行います。 

（７）「損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社が定めるセキュリティポリシー」、

「情報セキュリティ基本方針」および「ＩＳＭＳ構築方針」に従い、情報資産に関する

適切な管理体制を確保します。 

（８）「利益相反取引管理基本方針」を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある利益

相反取引の管理を適切に行います。 

（９）「反社会的勢力への対応に関する基本方針」を定め、反社会的勢力への対応体制を整備

するとともに、反社会的勢力からの不当要求の拒絶および関係の遮断に向けて、外部専

門機関とも連携し、組織として毅然と対応します。 
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３．戦略的リスク経営に関する体制 

当社は、損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社の「グループＥＲＭ基本方針」

に従い、「統合的リスク管理基本方針」を定め、不測の損失を極小化するとともに、資本を

有効活用し、適切なリスクコントロールのもと収益を向上させ、グループの企業価値の最

大化を図ります。その実現のために、ＥＲＭ「戦略的リスク経営」に関する体制を整備す

るとともに、リスクの把握および評価を含む適切なリスク管理を行います。 

 

４．職務の執行が効率的かつ的確に行われることを確保するための体制 

当社は、役職員の職務執行が、効率的かつ的確に行われる体制を確保するため、次のとお

り、職務執行に関する権限、決裁事項および報告事項の整備、指揮命令系統の確立、なら

びに経営資源の有効活用を行います。 

（１）年度計画等を策定し、社内で 共有します。 

（２）重要な業務執行に関する事項について経営会議で協議し、取締役会の審議の効率化お

よび実効性の向上を図ります。 

（３）取締役会の決議事項および報告事項を整備することで取締役会の関与すべき事項を明

らかにします。 

（４）規程を整備し、社内組織の目的および責任範囲を明らかにするとともに、組織単位ご

との職務分掌、執行責任者、職務権限の範囲等を定めます。 

（５）信頼性・利便性・効率性の高い業務運営を実現するため、損保ジャパン日本興亜ホー

ルディングス株式会社が定める「損保ジャパン日本興亜グループ  システム戦略およ

びシステムリスク管理に関する基本方針」に従い、的確かつ正確なグループシステム

を構築します。   

（６）「危機管理計画基本方針」を定め、大規模自然災害等の危機発生時における主要業務の

継続および早期復旧の実現を図る体制を整備し、有事における経営基盤の安定と健全性

の確保を図ります。 

 

５．財務の健全性および財務報告の適正性を確保するための体制 

当社は、「損保ジャパン日本興亜グループ 財務報告に係る内部統制構築の基本方針」に従

い、グループの連結ベースでの財務報告の適正性および信頼性を確保するために、財務報

告に関する内部統制の整備・運用および評価に関する枠組みを定め、必要な体制を整備し

ます。 

 

６．取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

当社は、取締役および執行役員の職務の執行に係る情報を適切に保存および管理するため、

取締役会等の重要会議の議事録および関連資料その他取締役および執行役員の職務執行に

係る情報を保存および管理する方法を規程に定め、これに必要な体制を整備します。 

 

７．内部監査の実効性を確保するための体制 

当社は、内部監査の実効性を確保するため「内部監査基本規程」を定め、内部監査部門の
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被監査部門からの独立性、内部監査の計画および実施、グループ会社の内部監査に関する

遵守義務等に関する事項を明確にし、これに必要な体制を整備します。 

 

８．監査役の監査に関する体制 

当社は、監査役の監査の実効性の向上を図るため、以下の体制を整備します。 

 

８－１．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項 

監査役の求めがあった場合、取締役会においてその必要性を審議のうえ、必要な知識・経

験を有する専属の者を監査役スタッフ（監査役の職務を補助すべき使用人）として配置し

ます。また、監査役スタッフに関する規程を定め、次のとおり監査役スタッフの執行から

の独立性および監査役の監査役スタッフに対する指示の実効性を確保します。 

（１）監査役スタッフの選任、解任、処遇の決定等にあたっては常勤監査役の同意を得るこ

ととし、監査役スタッフの人事上の評価は常勤監査役の同意を求めることにより、取

締役からの独立性を確保します。 

（２）監査役スタッフはその職務に関して監査役の指揮命令のみに服し、取締役および執行

役員等から指揮命令を受けないこととします。 

（３）監査役スタッフは、監査役の命を受けた業務に関して必要な情報の収集権限を有する

こととします。 

 

８－２．監査役への報告に関する体制 

（１）当社は、監査役会の同意のもと、役職員が監査役に報告すべき事項（職務の執行に関

して法令・定款に違反する重大な事実もしくは不正行為の事実または会社に著しい損

害を及ぼす可能性のある事実を含む）および時期を定めることとし、役職員は、この

定めに基づく報告、その他監査役の要請する報告を確実に行います。なお、役職員が

監査役に当該報告を行ったことを理由として、当該役職員に対して不利益な取扱いを

しないこととします。 

（２）監査役が取締役または執行役員の職務の執行に関して意見を表明し、またはその改善

を勧告したときは、当該取締役または執行役員は、指摘事項への対応の進捗状況を監

査役に報告します。 

 

８－３．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

（１）監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その他重要な会議に出席し、意見を述

べることができるものとします。 

（２）監査役が、取締役、執行役員、内部監査部門、会計監査人およびその他監査役の職務

を適切に遂行するうえで必要な者との十分な意見交換を行う機会を確保します。また、

役職員は監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の報告を行います。 

（３）重要な会議の議事録その他の重要書類等（電磁的記録を含む）の閲覧について、監査

役の求めに応じて対応します。 

（４）損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社および損害保険ジャパン日本興亜株

式会社の監査役の求めに応じて、当社監査役との連携および当社役職員からの情報収
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集の機会を確保します。 

（５）監査役が、その職務の執行について生ずる費用の請求をした場合は、監査役の求めに

応じて適切に処理します。 

 

２．分別管理等の状況 

1999年 4月 1日より金融商品取引業者の自己資産とお客さまからお預かりしている資産

を明確に区分して管理する、「顧客資産の分別管理」が義務づけられました。 

当社も、金融商品取引法、日本投資者保護基金・日本証券業協会等の諸規則に基づき、

以下のとおりお客さまからお預かりしている資産の分別管理を行っており、お預かりして

いる資産を、確実に保全しております。 

 

（１） 金融商品取引法第 43条の 2の規定に基づく分別管理の状況 

 

①顧客分別金信託の状況 

            （単位：百万円） 

項   目 2015年 3月 31日現在 

の金額 

2016年 3月 31日現在 

の金額 

直近差替計算基準日 

の顧客分別金必要額 
2 0 

期末日現在の顧客分別金

信託額 
130 130 

期末日現在の顧客分別金 

必要額 
63 0 

 

 

②有価証券の分別管理の状況 

イ) 保護預り等有価証券 

 

有価証券の種類 
2015年 3月 31日現在 2016年 3月 31日現在 

国内証券 外国証券  国内証券 外国証券 

株  券 株数   － 千株 －  千株   － 千株 －  千株 

債  券 額面金額 －百万円 － 百万円 －百万円 － 百万円 

受益証券 口数 111,588百万口 － 百万口 117,658百万口 － 百万口 

そ の 他 額面金額 － －             － －            

 

ロ) 受入保証金代用有価証券 

該当はございません。 

 

ハ) 管理の状況 

お客さまからお預かりしている有価証券は、投資信託振替制度における振替口座簿
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により記録しております。 

また、お預かり有価証券と当社が所有する有価証券は、帳簿などで明確に区分管理

し、お客様ごとの持ち分が直ちに判別できるようにしております。 

 

③対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る分別管理の状況 

該当はございません。 

 

（２） 金融商品取引法第 43条の 2の 2の規定に基づく区分管理の状況 

①商品顧客区分管理信託の状況 

 該当はございません。 

 

②有価証券等の区分管理の状況 

 該当はございません。 

 

（３） 金融商品取引法第 43条の 3の規定に基づく区分管理の状況 

①法第 43条の 3第 1項の規定に基づく区分管理の状況 

 該当はございません。 

 

②法第 43条の 3第 2項の規定に基づく区分管理の状況 

 該当はございません。 

 

Ⅴ 連結子会社等の状況に関する事項 

 

１．当社及びその子会社等の集団の構成 

該当はございません。 

 

２．子会社等の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、資本金の額、事業の内容等 

該当はございません。 

 

以 上 

 


